
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法延長について

の要望書への賛同のお願い 

 

皆様の日頃よりのホームレス支援活動に対する温かいご支援を心より感謝いたします。 

さて、表記の通り、２００２年に成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措

置法」が 2017年 8月 6日に期限を迎えます。私たちは、この法律の延長を求めています。 

減少傾向にあるとはいえ、2016年 1月の調査において、全国で 6,235人のホームレス数

が確認されています。ホームレス自立支援法は、ホームレス対策の理念（目的、方向性、

国等の責務）を掲げたうえで、ホームレス実態の全国調査実施と、それをふまえたアクシ

ョンプログラム（国の基本方針、自治体の実施計画）の策定について定めています。「調査

（事業対象の可視化）→計画→事業実施→調査（効果検証）」というサイクルで、ホームレ

ス対策事業を全国的に推進し、着実に政策効果を上げてきたことが、この法律の存在意義

であり、ホームレス対策事業を実施するための羅針盤なのです。厳しい経済状況下、もし

も、現状において「ホームレス自立支援法」が期限切れを迎え消滅するならば、その影響

は計り知れません。私たちはホームレス自立支援法の延長を切に要望します。 

要望書をご覧いただき、ご賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【要望書への賛同に関して】 

① 各政党へ提出する要望書（後述）にご賛同いただいた皆様のお名前を掲載したく、

ご賛同を求めています。要望書の賛同欄にお書きいただき、事務局までご提出く

ださい。電子媒体でのご提出でも結構です。 

 ・団体様 法人格は問いません。 

 ・個人様 お名前とご所属をお書きください。 

② 受付締切は 2016年 12月 20日（火）です。 

③ ご賛同いただきました皆様のお名前を添えて、ホームレス支援全国ネットワーク

として要望書を各政党へ提出します。現在のホームレス自立支援法は、２００２

年に全会派一致の議員立法として国会に提出されました。今回の法律の延長にお

いても、全会派の一致を得て進めたいと考えています。 
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